
 

秋田県がん登録事業情報提供事務処理要綱及び秋田県における 

都道府県がん情報の提供の利用規約の一部改正について 

 

 

  １ 改正要旨  

   「「全国がん登録届出マニュアル」、「全国がん登録 情報の提供マニ

ュアル」及び「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置

マニュアル」の改訂並びに「全国がん登録 情報の利用マニュアル」の策

定について」（令和７年４月１日付け健生発 0401第 55号）及び「「全国

がん登録 情報の提供マニュアル 第４版」について」（令和６年４月１日

付け健生発０４０１第４号）「全国がん登録 情報の提供マニュアル」（厚

生労働省）の改訂に伴い、事務処理要綱及び利用規約の記載事項及び様式

について、所要の見直しを行う。 

 

 ２ 主な改正内容 

 ○事務処理要綱 

・病院の管理者以外への提供に係る申出書（様式２－１）について、別紙に

代わり、別紙１及び２を新設。 

・病院の管理者への提供に係る申出書（様式２－２）について、別紙に代わ

り、別紙１を新設。 

・情報の提供依頼変更申出文書として、様式２－４、様式２－４別紙１及び

２を新設。 

・都道府県がん情報の国外提供に関する報告書として、様式７を新設。 

 

 ○利用規約 

・項目に「11.利用者の保証等」、「16.提供者の免責等」、「17.契約終了

後の措置」を新設。 

 

  その他、上記マニュアル等の改訂及び策定に基づき、事務処理要綱及び利

用規約の記載項目、記載内容、必要書類等を修正。 

 

 ３ 施行日 

    令和８年４月１日 
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